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（福祉国家に代わって社会投資国家をめざすの

なら）、仕事や技能、とりわけ児童への投資が最も

不可欠なウエルフェアの目的となる……わがNL

政権は児童（への投資）を最優先とすると決定し

た。なぜなら、ブラウン蔵相が予算書で覚え易い

表現で語っているとおり、「人口では20％を占め

る児童だが、我が国の将来は100％彼ら次第だ」

からである 1）。

I.　ニューレイバーの児童（・家族）
施策の背景と理念

ブレアは1997年の総選挙の夜、「新たな夜明け

だ、素晴らしいじゃないか！我らはNLとして選挙

で選ばれた、NLとしてこの国を統治しよう！」と

語り2）、旧労働党ソーシャリズムではなく、新自由

主義政府でもなく、リベラル-共同体主義に基づく

第三の道を目指すNLの施策が、オールドレイバー

とは違うものであり3）、前政権の資源効率主義は

継承しつつ、政治と経済のバランスを保ち、児童

若者への資源投資に基づく「社会投資国家 4）」の統

治原理ももとづく政治を早くも予想させた。

1979-1997年の「小さな政府」政治では、社会的

格差・貧富の増大により、貧困状態で暮らす児童

は1980年代にはほぼ倍増 5）、1997年までには3倍

に増えている 6）。児童貧困が問題なのは、一般児

童が当然のごとく享受する教育・保健医療・発達

の機会を貧困児童から奪い、平等なライフチャン

スを保障せず、ライフサイクルの各段階で発達・

自己実現の機会を与えられず、人生の困難に遭遇

するリスクを増やすからである 7）。児童貧困の浸透

はNLの社会投資国家が拠って立つ土台の浸食で
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あり、ブレアがベヴァリッジ・レクチャーで児童

貧困撲滅20年計画を発表し、児童への社会投資を

最優先国策にせざるをえない現実であった。冒頭

の「子ども蔵相」（Children’s Chancellor）の言葉の

ごとく、「世界市場での競争に勝ち抜くための未

来への社会投資が最優先課題だとすれば、『福祉

国家＝社会投資国家』構築を目指すNL社会政策

の中軸は児童・児童期関連諸施策にほかならぬ」

という認識が政府中枢を貫いていた。こうして児

童（・家族）施策は具体的に構想・計画されてゆ

くが、NLの政治理念は、第三の道に基づく成果重

視管理主義（Value for Money Managerialism）・現

代化（Modernisation）・協働統合的統治（Joined-up 

governance）であり、その社会政策理念は、協働施

策思考・実践（に基づく統合的社会サービス提供）

（joined-up thinking, working）・成果（アウトカム）

重視（what works）・早期介入（early intervention）

であった。こうした施策理念は多次元の社会的排

除（雇用・保健・教育・年金・近隣施策など）対

策であるほかの諸社会サービスにも通底するもの

であったが、特に児童（・家族）施策では文字通

り実験された。

NLはこうした児童（・家族）施策を主に3つの

次元において実施した。第一は児童のいる全家族

への一般施策であり、児童手当（Child Benefits8））

増額、税控除、国家保育戦略策定（ベヴァリッジ

の家族内男女分業主義の修正、養育の社会化宣

言、保育所大増設）、出産育児休暇制度改善、コネ

クシオン（若者への雇用・職業訓練への個別支援

制度）などであった。第二は児童のいる貧困家族

への特殊・対象限定的支援であり、保育関連の税

控除・手当（1986年施行Family Creditが1999年に

Working Families’ Tax Creditとなり、それが2002年

にはChild Tax CreditとWorking Tax Creditに、加え

てChild Care Tax Creditが新設された 9））、単親家族

対象ニューディール策の「雇用による福祉」

（welfare–to-work）などであり、雇用市場参加や職

業訓練を促す支援を通じて、低所得家族、特に単

親家族の自立と養育責任履行をめざしている。第

三は社会的排除の危機にある要支援児童限定施策

で、地域範疇次元ではシュアスタート（Sure Start 

Maternity Grantも含む）や児童ファンド 10）、問題範

疇次元では社会的養護児童へのクオリティ・プロ

テクト計画などに代表される施策であった。

以上の諸施策に共通するのは、低所得家族・単

親家族の親たち 11）が積極的に雇用市場に参加す

るよう奨励し、従う者には報酬が得られ、仕事を

通じて貧困から脱し、親としての役割を実感させ

ることを通じて、養育責任を履行し、わが子のラ

イフチャンス保障に最も緊密に関わらせようとす

るNL児童（・家族）施策の基本理念（Welfare-to-

work）であった。Tax Creditなどを通じての保育支

援も児童貧困削減には僅かな効果しかもたらさ

ず 12）、児童の社会的排除条件を削減・撲滅するに

は、税制改革・所得支援の強化のほかに、児童の

ライフチャンスに関わる全社会サービスの協働

統合的提供・早期介入・成果重視を具現する政策

が求められ、NLはオールドレイバーが1970年代

に試みたCommunity Development Projectに似た、

しかしはるかに大規模な資源投入を要し、かつ恒

久的方策として貧困撲滅・社会的排除防止の切り

札となりうる国家的実験（Sure Start、以下SS）を

構想・開始したのである。

児童手当やTax Creditおよび国家保育戦略につい

ては、先行業績 13）に譲るとして、以上の諸施策中

NLの社会政策理念が最も忠実に盛り込まれている

SSとECMに焦点化して、NL10年の児童（・家族）

施策を検討する。

II.　二ユーレイバー社会政策の
輝く象徴：シュアスタート

社会的排除の危機にある要支援児童を特に対象
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と限定した諸施策のうちで、NLの児童（・家族）

施策の輝く象徴（A jewel in NL’s Crown）となった

のはSSであろう 14）。ブレアが「NLの偉大な達成事

業」と自賛するのも肯けぬことはない。児童・家

族への早期介入と協働・統合的アプローチに基づ

いて、成果を明確に測定する社会的剥奪地区への

集中的投資がNLによる児童貧困と社会的排除と

闘う児童（・家族）施策の中核であることは疑い

えない。膨大な社会投資が行われ10年間に£200

億以上つぎ込まれた。2007年度にはSSと関連施策

に約£18億が投入されている。社会的排除人口の

多い社会的剥奪地区 15）に暮らす児童と家族、特に

就学前児童にライフチャンス保障の手段となる

種々の予防活動資源を投入し、放置すると後に生

じる社会的コストの削減策ともいえる。「今£1投

じれば将来£4節約できる」という実利（value for 

money）に併せて、将来の人的資源養成をめざす

社会投資国家の中核となる積極策であり、学齢児

（5-13歳）への児童ファンド、義務教育後の若者へ

のコネクシオンと併せて、剥奪地区に暮らす乳幼

児家族への基幹社会サービスとなってきている。

SSは、指定地区ごとの固有プログラムを擁し、

1999年に第一期が開始され、2003年の第六期まで

施行され、その成果を測定した後、児童（・家族）

施策のさらに新たな戦略＝Every Child Matters計画

へと発展的に継承され、現代イギリスの全児童・

家族を対象とする社会政策の基本構造を招来した

のである。

1. シュアスタートの起源と概要

1998年にSS計画が政府から発表された。本計

画の起源は、政権奪還後に包括的政府支出再検討

（Comprehensive Spending Review）の一環として実

施された乳幼児サービス省庁間再検討（Cross-

Departmental Review of Provision for Young Chil-

dren）による以下の結論への対応であった―（1）

乳幼児とその家族を対象とするサービスの質は、

地方や地区ごとに非常に多種多様であるが、ほ

とんどの地区では全く調整されておらず、ばらば

らなサービスの提供が常態化している、（2）特に

4歳未満児は1997年までネグレクトされてきた年

齢層であり、彼らを対象とするサービスは全く

もって不十分であった16）。再検討の結果、社会的剥

奪状態にある0～ 4歳未満児の健康とウエルビー

イングの改善を目的とする「シュアスタート＝

SS」と呼ばれる国策実験が勧告された。「社会

サービスの提供法において、また長期的視野に

立った社会変革へのアムビションという点から

も、SSはまさに革命であった 17）」と評されるほど

壮大な実験であった。

NLはSSのモデルを決めるに際し、これまでの国

内プロジェクトを参考にしつつも、1960年代米国

対貧困戦争の一環であるヘッド・スタート計画や

The Perry Pre-school Projectのような早期介入支援

実験を積極的に評価した。PPP実験は27年間にわ

たる追跡調査の結果、小規模な貧困地区の幼児人

口に早期介入を続ければ、その後の学力・発達・

自立などに優れた成果が認められ、結果として将

来の社会的コスト削減につながった、という 18）。

こうした米国モデルを参考に社会的剥奪地区を指

定し、住民子弟に早期介入支援を積極的に行い、

将来の社会的排除人口となるのを予防しようと構

想したのがSSであった。もっとも、70年代のキー

ス・ジョウゼフ（保守党有力MP）から始まるいわ

ゆる「社会的剥奪の循環」（Cycle of Deprivation）

対策の流れにシュアスタートを位置付ける研究者

もいる 19）。

シュアスタートとは文字通り、一般乳幼児と平

等に「確実な」人生の「スタート」を保障すべく、

児童社会サービス資源をIMD指標に基づき指定さ

れた地区に集中投入させる乳幼児（・家族）への

早期介入計画であった。

当初は「乳母車で通える」地区を基盤に、最も

剥奪度の高い選挙区の10％、250地区を対象とし



海外社会保障研究　Winter 2009　No. 169

– 74 –

た。3年間（1999-2002）に£45億が投入され、各

地区計画（Sure Start Local Programme ＝SSLP）は

家族支援・保健・教育・保育サービスを統合的に

提供することになった。2000年には500地区に拡

大、全剥奪選挙区の20％を網羅するに至った。SS

の目的は次のように要約できる―「SSLPは政府が

確固たる実効性に基づいて取り組もうとする児童

貧困と社会的排除の削減対策の要であり、その目

的は多くの児童が貧困で暮らす近隣住区に集中的

に介入し、種々の児童社会サービスを改善する新

たな方法を開発することによって、こうした児童

が将来人生で成功を収める手助けを行うことであ

る 20）。」またSSLPは次のような方策で児童・親・

地区にとってのアウトカム達成を目指している―

（1）全就学前児童保育サービス利用の大幅増大、

（2）乳幼児／就学前児の健康・教育・情緒発達の

促進、（3）親を支援し雇用労働志向を刺激。SSLP

は、拠点となるセンターの建物・強調分野・介入

法（例えばアウトリーチやコミュティワーク活用）

などでかなり異なり、地区ニードや立地により千

差万別であった 21）。ただし、こうした多様なSSLP

に共通する「諸原則」が設定されており、全SSLP

が実施しなければならなかった―（1）指定地区全

家族の親子への働きかけ、（2）サービスの多様

性・個別性、（3）サービス提供時の柔軟性、（4）

早期介入開始、（5）利用者中心、（6）住民関与・

専門職協働参与、（7）成果（アウトカム）重視 22）。

1999年開始だが、2002年には350地区で実施さ

れており、既に£500億以上が使われ、次の4標的

を2004年までに達成すべく目指していた―（1）

0-3歳の虐待登録解除児の1年以内再登録を20％削

減 23）、（2）妊婦喫煙率10％削減、（3）専門介入を

要する言葉・言語能力に問題がある0-3歳児数を4

歳までに10％削減、（4）無就労者世帯の0-3歳児

数削減。とはいえ、SSLP地区は小規模なので、

1年に虐待再登録される家族数が1-2家族で20％削

減される地区や再登録ゼロ地区も存在し、国家目

標と地区毎の介入法に緊張が生じたり、正確なア

ウトカムデータ収集に苦労することもあり、全

SSLPの定着にはかなりの歳月を要するようで

あった。とはいえ、SSLPは1999-2007年の児童（・

家族）施策革新を代表する実験であった。各SSLP

は刺激と創意工夫に満ち、着実に地区に根差して

ゆき、多くの場合地元住民を職員採用、利用する

親・児童・家族そして職員の驚くほどの変容が逸

話として大量に生み出されることとなった 24）。

2. シュアスタートの成果測定

SSLPの成果はどう測られたのであろうか。こ

の国家計画の成果測定はNESS（National Evaluation 

of Sure Start）と呼ばれ、史上最大の社会政策成果

測定事業である。財務省はモデルとなったThe 

Perry Pre-school Projectの成果測定に影響され、同

計画の成果同様、早期介入が後の福祉・刑務所・

保健サービスにつぎ込まれる社会的コストを削減

する証拠を早く確認したかった。検証作業を27年

間（PPPの成果測定に要した歳月）は待ち切れず、

バークベック・コレジ・チームに託した。NESSは

一連の調査を実施、結果を公開した 25）。NESSは

RCT（randomized controlled trail）を使わず、変化

を十分に測定できていないとの批判もあった

が 26）、利用可能な最善のデザインを使い、3年前

に開始された150地区の家族と今後開始される50

地区の家族を比較する形で、9カ月児を抱えた家

族と3歳児を抱えた家族を対象として実施され

た。NESSでは対象家族から詳細なデータが訪問

収集され、介入成果測定に使われた。SSLPは、既

存サービス変革→改善されたサービス提供→児

童・家族・地区の機能向上、という介入モデルを

想定していたので、調査項目は多岐にわたり、調

査項目を家族状況・家族力動・親の健康状態・親

業環境・養育・地区・児童の発達・親子のサービ

ス利用・経済環境と区分し、多くの下位項目で指

標化し測定を試みている 27）。
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初期NESSの主な結果は、第一に指定地区は比

較地区より剥奪度が低かったという驚くべきもの

であった。第二に地区間での有意な違いは、9カ

月児で1指標のみであり、他指標では違いは全く

なかった。3歳児では2指標に違いが生じていた

が、児童の行動や健康には違いがなかった。その

結果NESSはその後種々の工夫を重ね 28）、何とか

SSLPの効果を導き出そうとするのであるが、「政

治的意図が厳密な調査研究の機会を攻撃して麻痺

させてはならない・・・政府は自らの施策を対象

とする調査研究のエヴィデンスにほとんど関心を

抱いていない」との批判を生んでいる 29）。

このようにNESSは初期SSLPの成果については

必ずしも肯定的ではなく、失望の声が上がったこ

とも確かであり、SSLP人口のうち、最も剥奪の深

刻な地区の3歳児（とその家族）は地区外よりも、

言語発達・社会性・行動では有意に低いままで

あった 30）。おそらくこうした介入が成果を見るま

でには時の経過が必要であっただろう、後発SSLP

になるにつれて肯定的成果が明らかとなった。特

に児童学校家族省によるNESS摘要（『シュアス

タートの道程 31）』）公刊後はそうであった。たとえ

ば、後期SSLPには次のようなNESS評価が記され

ている。「シュアスタート地区で3歳児をもつ親た

ちは、今や親業遂行にネガティヴな姿勢を示すこ

とが少なくなり、わが子が自宅で勉強しやすい環

境を提供するようになっている 32）。」こうした楽観

主義の背景には、SSLPは長期的な成果と関わらせ

て評価しなければならないという理解があるとい

える。たとえば、最新のNESS 33）は次のように結

論づけている。「地区シュアスタート事業に長期

間影響を受け続け、また増大一途をたどるエヴィ

デンスに対応してそうしたSSLPが発展し続けて

きたので、以前よりはるかに積極的な成果が生み

出されてきているのである 34）。」かくして、当初の

一時的失望やラターらのNESS批判にも拘わらず、

徐々にSSLP測定指標の半分ほどは常に肯定的な

成果がみられるようになり、対象児は社会性や行

動において積極的になり、自立度も大幅に向上

し、親業にも家庭環境にも肯定的変化が現れるよ

うになり、SSLPは社会的剥奪地区の親に非常に人

気のある施策として受け入れられ、その長期的成

果が徐々に明確になっていった 35）。

3. シュアスタート成果の発展的継承―児童

センター普遍化からECMへ

SSLP成果に基づき、NL政府は2003年からSSLP

を発展させ、全国のすべての地区でシュアスター

ト 児 童 セ ン タ ー（Sure Start Children’s Centres 

SSCC）を設置運営するよう決定した。こうした

普遍サービス化の背景には、成果エヴィデンスだ

けではなく別の局面もある。SSLP的なサービス

を指定地区だけではなく全地区で施行せよとの

強力なロビー活動が徐々に広まったが、その理由

は、「郵便番号くじ」的に行われる指定法への不

満や指定地区と近隣の資源投入格差による不平

等感とされている 36）。ともあれ、SSCCは全5歳未

満（就学前）児対象サービスの主流として、新た

な普遍サービスと位置づけられた。2004年の「児

童ケア10年戦略（Ten Year Childcare Strategy）37）」

では、2010年まで3500カ所設置（目標）が公表さ

れた。実質上国内の全地区にという設定であっ

た。このような制度移行の背後にある原理は、

2004年緑書「すべての児童が大切」（Every Child 

Matters ECM）計画 38）（地方における児童若者・家

族対象の諸サービス大変革のための国家的枠組

の設定・実行）に支持されていた。ECMは早期介

入および児童の教育・福祉・健康に関わる全社会

サービス・全社会機関の協働が何にもまして重要

と強調している。SSLPは国とボランタリー組織

による先導的試みであったが、SSCCに至っては

自治体の枠組内で実践されるようになったこと

は、それが地区の中心に位置しながら、より広い

戦略的アプローチで児童家族支援ができること
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につながっている。

かくして全国542カ所に存在していたSSLPはほ

ぼSSCCに移行し 39）、センターは既に3000カ所以

上設置され、ほぼ10カ年戦略目標達成も間近であ

る。SSLPの成果やNLの統合協働思考・実践

（joined-up thinking,working）を原理とし、アウトカ

ムを重視する介入方策は非常に広範な児童社会

サービスをSSCCに集中させ、種々の児童社会

サービスの統合的・包括的提供の足場を築いて

いった。たとえばあるSSCCでは表1のような諸

サービスを1センターで提供している 40）。これを

みるとSSCCはNL児童（・家族）施策の金字塔と

いえるかもしれない。そして、拡大機能学校

（Extended Schools）に支えられながら、SSCCが今

後の児童（・家族）施策の中核拠点となり、ECM

計画実現の最大資源となるであろう。ではその

ECMとは何であろうか。

IV.　全児童のライフチャンス保障のための
ガヴァナンス統合：Every Child 

Matters施策へ

1. ニューレイバーの児童社会サービス現代

化と社会的養護施策：QP計画

18年間の保守党社会政策の結果、自治体社会福

祉行政・ソーシャルワークが弱体化し 41）、社会的

養護児（looked after children）とケアリーヴァーが

社会的排除人口の代表となっている事実が98年白

書『社会福祉現代化 42）』その他で指摘された。こ

うした児童青少年の社会的排除は、政府調査［97

年『家庭外居住児安全確保（虐待防止）再検討委

員会報告』、98年保健省社会福祉監査局『自治体

育成託実務調査報告』、『養護委託児に関する下院

保健特別委員会第2報告』］が共通して指摘してい

る。保守政権のこの分野での完全な失敗をある学

者は次の数字で訴えている―他の人口に比べ、社

会的養護経験者は、次のようになりやすい―精神

保健サービスを必要とする者4倍、アセスメント・

支援・治療を必要とする特殊ニーズを持つ者9倍、

酒薬物濫用7倍、刑務所人口50倍、ホームレス60

表1　シェフィールド児童センターの提供するサービス一覧

〈保育関係〉：保育（定員102），学童保育（早朝・放課後・休暇中）チャイルド・マインダー計画，託児
〈医療関係〉：地区小児科医療相談，理学療法・整骨・足治療，健康促進，子どもフィットネス，栄養・食生活・

外科，フィットネス一般，メンタルヘルス（カウンセリング，芸術療法，遊戯療法，箱庭療法），文化的アイデン
ティティ支援（グループ・個人），メンタルヘルス支援グループ，医療訪問支援，運動による健康促進，苦痛
軽減・ターミナルケア，薬物中毒患者の家族支援，その他（女性の健康，HIV支援，男性の健康）

〈子どもと家族関係〉：親業，家庭訪問，研修・ワークショップ，多文化教材（本，おもちや），ビデオ・フィルム
制作，遊びトレーニング，休暇計画，保健訪問員セッション，緊急・継続援助，言語・コミュニケーション支
援，啓発，福祉相談，法律相談，生活用品バンク，借入金制度，LETS計画，芸術工芸グループ，連絡センター，
社会的活動

〈治療／ソーシャルワーク的支援サービス〉：犯罪者とその家族の支援，ケアラーとしての男性支援，スペシャル・
ニーズ対応，メンタリング活動，コンサルタント（家族，人種，ジェンダー，人権問題に関して），ビジネス
支援，人種・ジェンダー差別関連活動，子ども委員会，ホームレス・難民支援，職業訓練，ひとり親グループ，
ドメスティック・バイオレンス被害者支援

〈その他〉：服喪（死亡と葬儀関連）サービス（宗教・道徳活動），海外交流，高齢者サービス，美容，子どもの芸
術文化国際交流

出典：埋橋玲子2007『チャイルドケア・チャレンジ』ミネルヴァ書房，p. 47
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倍、子弟の社会的養護児化66倍、である 43）。この

ほか、中等教育修了資格未取得、放校処分、女子

妊娠出産、の高さも指摘されている。

こうした事実にNLはQP計画により社会的養護

改革に着手した。社会福祉現代化予算の約3割が

5年間投入され、迅速な改革を自治体に課した。

『保健医療・社会福祉：国家優先策指針』が公表さ

れ「被社会的排除児、特に社会的養護児の福祉促

進と安全確保」を目指す成果目標が設定された。

これに基づきQP計画の具体的到達目標と解決課

題が決定された。自治体はベースラインを定め、

管理行動計画を立てて施策を実施し、進捗情況を

保健省に報告、5年後に総括評価した。QP予算総

額は全自治体年間児童福祉予算総額の約2割に相

当した。2000年の進捗状況『QP実績中間査定報

告』で保健大臣が「自治体の60％はQP実施によ

り児童家族サービスがかなり改善し、養護委託児

養子縁組が増加し、ケアリーヴァー（Careleavers = 

CLs）支援が改善され、委託児の学業達成が優先

され始め、委託児の意見表明を重視する自治体が

増えた」と総括している 44）。

さらに、QP計画の途中でCLs特別支援策が法定

化され、多くのCLsへのライフチャンス保障を強

化した。2000年児童（リーヴィングケア）法 45）の

下、自治体専門員（リーヴィングケア・ワーカー）

がチームで自立計画策定や定期再審査、個別指導

員の指名・任用研修、CLs支援を行うことになっ

た。専門員は有資格ソーシャルワーカー、対象は

16～ 21歳（高等教育進学者は24歳）までの養護

委託児とCLsで、次の業務を実施した―対象者の

査定ニーズ充足義務、CLsと21歳まで接触を保つ

義務と所在確認、全16歳児包括的自立計画、全対

象者に個人指導員指名、ニーズ充足支援策（住

居・現物／金銭給付；学生なら授業料・生活費・休

暇中の居所も含め）調整実施。特に重要な役割は

教育・職業訓練・就職支援（ニート対策）、所得維

持支援体制確立、18～ 21歳への継続・高等教育

進学・就職支援である。21歳を超えても（24歳ま

で）自立計画終了まで継続される。同法実施の結

果、04年以降には19-21歳時点でCLsの約9割の所

在が判明している。さらにCLsのニート率が一般

人口より低い自治体も少なからず出現してきてい

る 46）。社会的ケア監査委員会調査によれば、当事

者代表が「現行LC施策は今後後輩にはきっとエン

パワーリング・ツールとなる」と語り、個々のワー

カーから受けた支援を高く評価している 47）。

2. 児童社会サービス改革＝Every Child 

Matters計画と2004年児童法

SSLP・QP計画・リーヴィングケア法施行が効果

をあげ始めた2000年に、史上最も残虐な児童虐待

死事件が発生した 48）。公式調査では関与した社会

機関の多さが判明した。4社会福祉部、3住宅部、

2警察虐待防止チーム、2病院、NSPCC子育支援

センター、計12の機関関与が全く機能していな

かった。勧告を受け2003年に児童社会サービス政

府改変案（ECM計画：Every Child Matters緑書）

が発表され、児童サービス（教育・福祉・保健医

療・青少年司法）統合、児童家族大臣任命、関係

専門職共通研修、16歳未満児国家データベース整

備、私的里親登録制度、自治体児童家族委員会設

置などの勧告が、2004年児童法となった。この改

革は、虐待死事件が契機であったが、進行中の

SSLP・QP計画・リーヴィングケア法施行と軌を一

にし、虐待防止対象児のみならず、全児童一人ひ

とりに5つのアウトカムズ達成 49）を目標とした統

合協働思考・実践に基づくガヴァナンスの下、早

期介入を必須とする児童サービスの確立をめざす

ものであった。こうした目標の達成機構が地方児

童社会サービス統合協働実施体制であり、新法に

より自治体の教育部と社会福祉部（の児童家族関

係部門）を統合して児童サービス部を設置すると

ともに、児童トラスト（Children’s Trust）という新

たなガヴァナンス組織を構築し、児童・家族にか
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かわる社会サービスを最も効率／果的に動員する

ため合同資源確保（Joint Commissioning）を行うこ

ととした。統括者を児童サービス部長とし、監査

を統合地域監査（Joint Area Review）が行うのが新

体制である。新法の主規定は、児童コミッショ

ナー職、児童データベース制度、地方児童安全保

障委員会、児童・若者支援計画（Children’s Plan）、

児童サービス部長、児童サービス先導議員、養護

委託児学業達成向上推進義務、（養護委託児学力

向上）支援金支出権限、などである。新体制は全

児童を対象とするが、特に社会的養護委託児には

教育・福祉の協働による学力達成保障を通して社

会的排除防止に資する方策・資源が種々の次元で

施策化される必要があった。

3. Care Matters改革：2008年児童青少年法

2007年児童学校家族大臣は、社会的養護改革法

案の記者発表で「余りに永い間わが国は社会的養

護児の育成に失敗してきた。これはスキャンダル

そのものだ。わが子に対するのと全く同じ熱望

（aspiration）を我々はこうした児童にも抱くべき

だ！ 50）」と宣言した。この背景には、NL10年の一

連の改善努力では、社会的養護児やCLsのライフ

チャンス保障は不十分という強い現状認識があ

る。こうして彼らへの支援が確実に成果を生み、

そうでなければ彼らが被る社会的排除を防止すべ

く、制度改革（Care Matters）緑書と白書に基づく

新法（2008年児童青少年法）が制定された。新法

では養護委託児・若者のライフチャンス保障拡充

策が盛り込まれているが、社会的養護制度の根幹

となるField Social Work Serviceの大改変試行が規

定されている。新法は質の高い社会的養護・支援

を提供する体制を確立し、対象児のニーズに焦点

化した支援提供法の改善策導入を想定し、次の6

つの目標実現を目指している―（1）養護委託安定

度向上と処遇一貫性確保、（2）GP（国営保健医療

制度の一般医療）型「ソーシャルワーク・プラク

ティスSWP（機能=組織名）」新設とその試行実

験、（3）養護委託児の学力達成向上と学校生活の

質的改善、（4）意思決定の際に当事者の意見聴取

とその反映、（5）養護委託児特別支援教員配置な

ど、（6）自立生活への移行に際し総合的支援提供

および退所時期自己選択権保障51）。新法の目玉は、

GP型SWP制度を試行・規制する権限を自治体に

付与することである。既に選ばれた自治体がSWP

を試行しつつあるが、Field Social Workを含む社会

的養護機能履行を自治体はSWPに委嘱できること

になる 52）。全英児童サービス部長会は「熟練職員

不足の深刻化」対応策として歓迎するが、国際

ソーシャルワーカー連盟会長が危惧するほか、研

究者から疑問視される点も残されている 53）。制度

考案者のLe Grandは上級職・基幹職の混合チーム

となろうと推測する。いずれにしろ、SWPは第二

次世界大戦後の社会的養護制度における最も根源

的な改革となる可能性は高い 54）。

V.　むすび：ライフチャンンス保障の
施策理念と社会的共同親／業（CP）

2007年、先進21カ国中イギリスの児童のウエル

ビーイングを最低に位置づけるUNICEF報告 55）を

メディアは競って報じた。ただし本調査報告は

2000年前後のデータ、保守党政権の施策による

「成果」を示すデータに基づく、との批判もあっ

た。最近のデータによればかなり情況は変化して

おり、実際2006年のデータでみれば（わずかに改

善した児童貧困を除けば）相当進展しており 56）、

2020年を児童貧困撲滅年と想定したNL政策の脈

絡においてタイムラグを考慮する必要はあろう。

本稿ではNL10年の児童（・家族）施策のうち

シュアスタート、社会的養護、ECMを中心に概観

してきたが、NLの社会政策理念が（間接的にでは

あれ）社会的公正と平等を基調とする政治思想と

その実現努力から乖離してはいないことの片鱗を
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確認できたであろう。保守政権の経済・社会政

策・児童（・家族）施策を継承する部分も少なく

はないが、NL10年は社会投資国家という国家理念

実現策に児童（・家族）施策を位置付け、「教育、

教育、教育！」と次世代への（広い意味での教育）

投資を通じてすべての児童にライフチャンスを保

障する実験を続けてきた。そうした試みはSSLP・

SSCC・ECMに結実しているが、社会的排除に最

も陥りやすい社会的養護児童へのライフチャンス

保障実験にもNL社会政策理念の特長が現れてい

る。それは「孤児と寡婦（母子）家庭をまず先に

守る」というオールド・オールドレイバー右派の

エートス（最弱者優先の視点）の現代的発現かも

しれない。NLの「社会的共同親」（corporate parent/

ing, CP）はそうしたエートスの象徴的表現であろ

う。「社会的共同親」とは、家庭で暮らせぬ子への

社会的支援は「実親がわが子に行う親業と同質の

ものでなければならず」、それを社会的養護責任

主体＝自治体が直接担うという考え方を示し、保

守党政権下ではついに陽の目を見なかったが、第

二次世界大戦後から今日まで一貫して継承されて

きた施策理念であり、1997年にドブソン保健相の

主導で復活した 57）。CP理念は、養護委託児に自治

体が十分な親業を提供する共同・連帯責任を強調

している。親子分離を自治体が行えば、子の福祉

の保障と促進は自治体全体の法的責務である。自

治体全体とは、ソーシャルワーク（児童福祉）の

みならず全自治体サービスを含む。具体的にCP

役割を担うのは全公私関係者であるが、地方議員

（特に児童サービス先導議員）はCPの役割遂行が

強く期待され、選挙民子弟がどこに何人養護委託

されているか、委託児名など把握し、随時訪問し

て委託状況を確認するよう求められる。CP理念

は個々の養護委託児に一般世帯児と同様のライフ

チャンスを保障すべき公的（法的）責任主体（関

係者）の行動原理となっている。

NL10年 は、シュア スタート・Every Child 

Matters・Care Mattersと弱い立場にある児童・家族

支援策を通じて、公正・平等な社会実現（と国家

としての繁栄）を目指してきたであろう。たとえ

それが社会投資国家というグローバル市場におけ

る競争力確保のための人的資源養成意図を背後に

潜めていたとしても、また将来の社会的コスト削

減策を遠大な目標に掲げていたとしても、シュア

スタートなどに見るように、児童貧困や社会的排

除で最も苦しむ児童（・家族）に集中させる資源

投入・早期介入を果敢に試みてきた。成果重視の

傾向が強すぎたとしても、（対費用）効果測定が過

剰に意識されるようになったとしても、社会的養

護児への学習達成支援やケアリーヴァーのニート

化防止策にみるように、社会的共同親という施策

理念を通底させた一連の積極的介入策をひるまず

続けてきた。真の成果は今後に待たれるが、少な

くとも1997年時点より乳幼児・学齢児・若者のラ

イフチャンス保障策は進展してきたといわざるを

えない。ひるがえって我が国の社会的養護児童対

策（母子家庭支援策もほぼ同じであろうが）に眼

を転じると、半世紀以上続いてきたその劣等処遇

性と関係者・機関・施設の既得権益擁護性に言葉

を失わざるをえない 58）。
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